
後期高齢者終末期相談支援料の凍結について

○ 終末期相談支援料については、本年７月１日から算定できないものとする。（算定を再開す
ることが出来る日は、別に厚生労働大臣が定めるものとする。）

○ ただし、６月３０日までに、終末期相談支援料に係る文書等の提供を行った場合について
は、当該文書等の提供を行った患者に限り、費用を算定することができる。

７月１日

【入院患者の場合】

相談支援開始 患者への文書等の提供 退院（ケース１）

相談支援の開始が

７月１日以降

（ケース２）

相談支援の開始が

６月３０日以前で、

文書等の提供が

７月１日以降

退院

算定できない

算定できない

相談支援開始 患者への文書等の提供

（ケース３）

相談支援の開始

及び文書等の提供

が６月３０日以前

退院

算定できる

相談支援開始
患者への文書等の提供

※ 患者は、作成した文書の変更を何度でも自由に行うことができる。


